
★ 税理士税務相談は、2月・3月は実施しません。

※1ɻ消費生活相談員による相談は、原則月曜日、木曜日

ɻɻ  の9時～17時に実施します。

※2ɻ社福祉センターにおける総合相談では、午前に母

ɻɻ  子相談、家庭児童相談、午後に知的障害者相談、ɻ

ɻɻ  こころの病気・障害相談も実施します。

ɻハローワークが出している求人情報の案内や、就労に関するア
ドバイスをしているほか、就労に関する相談を受け付けています。

■実施日時ɻ8時30分～12時、13時～17時15分 

ɻɻɻɻɻɻ※土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く

■場所ɻ社福祉センター2階

Ⱙ就労支援室(社福祉センター2階)ɻ☎43-0165 Ⱙまちづくり政策部まちづくり創造課情報推進室(加東ケーブルビジョン)ɻ☎42-8330

ɻ加東ケーブルビジョンは、eo光テレビ地上12chで視
聴いただけます。
ɻeo光テレビの加入を検討されている方は、eo光イン
フォメーションデスクにご相談ください。

■eo光インフォメーションデスク  ☎0120-34-1010

■受付時間ɻ9時～21時(年中無休)

ɻ毎週日曜日は、過去に放送した番組の中からリクエス
トしていただいた番組を放送します。
■リクエスト方法ɻ加東ケーブルビジョンに電話
■受付時間ɻ8時30分～17時15分
ɻɻɻɻɻɻ(土曜日、日曜日、祝日を除く)
※加東市議会定例会等、リクエストできない番組があります。

■申込方法ɻ加東ケーブルビジョンに電話ɻɻ■受付時間ɻ8時30分～17時15分(土曜日、日曜日、祝日を除く)
■ダビング料金ɻʬ60分未満の番組ʭ 1,000円/番組ɻʬ60分以上の番組ʭ 2,000円/番組
※加東市議会定例会等、ダビングできない番組があります。

ɻ過去に放送した番組をDVDまたはブルーレイディスクにダビングし、お渡しします。


